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よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）
Q1.自宅にエアコンがないため、リビングと寝室に１台ずつ購入しますが、１台分だけは助成の対象になりますか︖

A1.お住まいの自宅にエアコンが1台もなければ、1台分は助成の対象になります。

Q2.自宅に２台あるエアコンのうち１台が故障したため、その１台を買い替える場合は助成の対象になりますか︖

A2.助成の対象になりません。「故障等でエアコンが１台も使用できない」場合に助成の対象になります。

Q3.別世帯の親族と同じ住居に住んでいます。２台目のエアコンを設置したいのですが助成の対象になりますか︖

A3.住民登録が別世帯でも同じ住居に居住している場合は、２台目のエアコンについては助成の対象になりません。自宅に
「エアコンが1台もない」「故障等でエアコンが１台も使用できない」場合に助成の対象になります。

Q4.「2世帯住宅」の1階に高齢の父母、2階に自分と妻と子どもで住んでいます。2階にエアコンはありますが1階にはあり
ません。1階にエアコンを設置する場合は助成の対象になりますか︖

A4.玄関が別々にある住宅で住民登録が別世帯であり、1階の世帯員全員が住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課
税であることが確認できれば、エアコンがない1階に設置する１台は助成の対象になります。

Q5.申請できるのは世帯主に限られますか︖

A5.同一世帯であれば、どなたでも申請することができます。

Q6.学生や外国人でも申請できますか︖

A6.できます。

Q7.申請する前に購入した製品は助成の対象になりますか︖

A7.令和8年4月1日から同年8月31日までに購入した製品であれば対象になります。申請期限も令和8年8月31日までで
すので、ご注意ください。

Q8.購入製品で迷っています。申請後に購入予定製品を変えることはできますか︖

A8.エアコン購入後でも申請できますので、令和８年8月31日までに購入及び申請してください。

Q9.インターネットで購入する製品も助成の対象になりますか︖

A9.区内の店舗がインターネット上で販売しているエアコンを購入した場合は対象になります。その場合は、領収書等で購入し
た店舗の所在地が区内であることを確認できた上での助成となりますので、ご注意ください。

Q10.販売店のポイントやクレジットカードのポイント、商品券を利用して購入した場合の助成金額はどうなりますか︖

A10.ポイントを利用した場合は、割引適用後の支払金額を助成の対象としてみなします。ただし、商品券利用分は助成の対
象に含みます。

Q11.購入によって付与される販売店のポイントやクレジットカードのポイント等は、助成金額から差し引かれますか︖

A11.助成金額からは差し引かれません。



Q12.知人からの購入やネットオークションで購入する場合も助成対象になりますか︖

A12.個人から購入する場合は対象にはなりません。区内の店舗から購入する場合に限ります。

Q13.助成対象となるエアコンの設置場所は事業のために使われていない自宅との条件がありますが、自宅が事業の事務
所を兼ねています。この場合は助成の対象になりますか︖

A13.自宅にエアコンが1台もなく、設置した部屋が居住用エリアである場合は助成の対象になります。

Q14.設置及び撤去を購入した店舗ではなく、個人で行った場合の費用は助成の対象になりますか。

A14.助成の対象になりません。

Q15.設置に伴って発生する工事の費用は助成の対象になりますか。

A15.室外機の特殊設置、専用コンセントの設置・交換、隠蔽配管工事、配管・ドレンホース延長、化粧カバー設置等は原
則として助成の対象となります。

Q16.購入・設置費用は１円単位で助成されますか︖

A16.１円単位で助成します。

Q17.提出した申請書や領収書は後日返却してもらえますか︖

A17.ご提出いただいた書類は返却いたしません。

Q18.助成金を請求する際に提出する領収書には、購入費用さえ記載されていればよいですか︖
A18.以下の内容がわかるものをご提出ください。
・購入年月日　・購入費用及びその内訳　・型番または購入製品名　・購入店舗名及びその所在地　・手書き領収書の場合
は店印等

Q19.機器の設置先住所が分かる書類とはどのようなものですか︖

A19.納品書、配送伝票、その他販売店が作成した設置場所がわかる書類を提出してください。

Q20.請求書を提出してから助成金が振り込まれるまでに、どのくらいかかりますか︖

A20.請求書類等に不備がなく、領収書等を不足なくご提出いただければ、おおむね１カ月ほどでお振込みが完了します。


